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兵庫県規制改革推進会議 これまで（H30～R7）の審議案件 

［１ 県・市町の条例等による規制に関する事項］ 

分野 提案項目 提案者 
提案 

年度 
提案内容 審議結果（審議結果を踏まえた対応） 

暮らし 地域イベントにおける飲

食店等の臨時出店の取扱

範囲の見直し 

佐用町商工会等 H30 子供会等がｲﾍﾞﾝﾄ等に出店し食品を提供する

際、明らかに営業と見なさない範囲を｢1 年に

1 回かつ連続して 3 日以内｣と要領で定めら

れている。年間複数回出店する際は、露店営

業許可が必要となるが、子供会等の負担とな

っていることから見直しできないか。 

【規制･手続の見直し】 

・数字で一律に線引きする現行基準に該当しな

い場合でも、個別に判断することを要領に明

示し、その判断例を示す。(H31.3 月改正) 

障害者相談員への障害者

情報の提供 

兵庫県身体障害

者福祉協会 

H30 

 

障害者相談員が障害者を訪問して相談活動を

行おうとしても、市町のどこにいるのかわか

らず相談に乗ることができない状況にあるが､

民生委員同様に障害者の情報が提供されれ

ば、相談を必要とする人への働きかけの強化

につながるため、見直しできないか。 

【制度内容の周知】 

・県と市町との連絡会議において、個人情報保

護条例の規定に照らした、障害者相談員への

障害者情報の提供に関する検討を、各市町に

働きかける。（H31.3 月会議開催済） 

民泊事業に対する営業期

間及び事業実施地域等の

制限の見直し 

兵庫県建築士会 H30 

 

既存住宅の空き家活用等のため、民泊営業を

年間 180 日以内とする規制の撤廃や、県条

例による住居系地域での民泊実施の規制緩

和、簡易宿所等の立地に影響を与える都市計

画の見直し等を検討するべきではないか。 

【現行の制度運用を維持】 

・県条例では､市町長の申出により事業実施を制

限する区域等を解除又は緩和が可能である。 

・法による180日以内の規制の撤廃について

は､法の施行から日も浅いため、国の動向を見

守る。 

製品を包装する際の容積

の基準緩和 

Ｐ＆Ｇジャパン

㈱ 

R1 神戸市の要網による､商品包装時の過大包装と

する空間容積の基準(15％)が他の自治体と比

べて厳しく､製品の包装が制約されるため､こ

の基準を緩和できないか。 

【規制･手続の見直し】  

・過大包装の基準を緩和し､合理的な理由があ

る場合は基準を適用しない等､要綱を改正済

み。（R1.10 月要綱改正） 

旅館業を営もうとする者

の許可要件の見直し 

洲本市 R3 住宅街にある宿泊施設において、宿泊者によ

る深夜の騒音等により、地域住民と問題が生

じているケースがある。施設管理者へ指導を

行い、従わない場合は施設の使用を停止出来

るようにするなど、旅館業の許可要件の見直

しを検討できないか。 

【その他】  

・事業者に対し繰り返し注意喚起を行うととも

に、同様の事案が頻発するようであれば、旅館

業法で定める改善命令の対象となるかについ

て、国と協議を行い、現行の枠組みの中で、よ

り強い指導ができるか検討していく。 

キッチンカー営業許可の

統一的運用 

事務局 R4 キッチンカーで営業を行う場合、営業エリア

を管轄する都道府県知事（保健所を設置する

市においては市長）の営業許可が必要である

が、県内いずれかの自治体で営業許可を取得

すれば、県全域で営業が可能となるよう許可

基準等の統一的運用ができないか。 

【規制･手続の見直し】 

・関係自治体のいずれかで営業許可を取得すれ

ば、県内全域で営業が可能となる「相互乗り

入れ」の運用方法について厚生労働省に相談

し、実現に向け関係自治体で協議を行う。

（R7.6 月相互乗り入れ開始） 

景観形成地区における住

宅宿泊事業（民泊）の規制

の見直し 

 

神河町 R6 住宅宿泊事業（民泊)の実施期間について、県

では条例で制限期間を規定しているが、景観

形成地区における民泊の制限期間について、

解除が可能とならないか。 

【制度内容の周知】 

・県条例では市町長からの申出により、制限期

間の解除が可能であるが、制度の認識が薄れ

ている恐れがあるため、県条例に基づく申出

の手続きについて、ホームページで再周知を

実施する（R7.3 月追加掲載）。 

納入通知書の運用等の見

直し 

関西電力送配電

㈱ 

R7 道路・河川等の占用料や行政財産の目的外使

用料の納付について、近年の郵便事情の変化

等により、納入通知書の到着にこれまでより

時間を要していることから、納入通知書の運

用等の見直しができないか。 

【規制・手続きの見直し】 

・納期の定めのない歳入の納期限に関して、郵

便事情の変化や近隣自治体等の事例も参考に

しながら、適切な納期限の設定について検討

する（R8.3 月運用通知改正）。 

障害福祉サービス事業指

定申請における面積要件

の見直し 

兵庫県行政書士

会 

R7 就労継続支援 B 型事業の指定申請において、

訓練・作業室の広さを利用定員×３㎡を下限

とするよう指導される。この点について、事

業計画等により作業内容等を確認し、本来の

国基準（訓練又は作業に支障がない広さを有

すること）に基づき審査すること等とできな

いか。 

【制度内容の明確化】 

・窓口である各健康福祉事務所に対して、訓

練・作業室の面積要件は目安であることの再

周知や３㎡未満の事例の共有、指定手続き関

係資料の記載方法の見直し等を検討する。 

まちづ

くり 

高速道路サービスエリア

における屋外広告物規制

の見直し 

本州四国連絡高

速道路㈱ 

H30 

 

淡路 SA の｢桜の小道ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ｣は、県条例の

規制を受けない一時的な広告物として、点灯

期間を制限して掲出しているが、期間を制限

せず通年点灯ができれば、誘客が促進され、

周辺地域が活性化されるので見直しできない

か。 

【規制･手続の見直し】 

・県告示により本四高速を条例第７条の知事が

指定する公共的団体に指定済みであり、通年

点灯が可能となった。 

長屋で階数が３以下の木

造建築物の構造制限の見

直し 

兵庫県建設業協

会 

H30 柱又は梁が木造の長屋については、県条例に

より地上の階数を2以下(準耐火建築物等では

3以下)としなければならないが、この規制の

緩和ができないか。 

【規制･手続の見直し】  

・建築基準法の耐火建築物等の基準緩和も踏ま

え、一般的な長屋及び小規模な重層長屋を適

用除外とするよう県条例を見直す。（H31.3

月条例改正） 
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分野 提案項目 提案者 
提案 

年度 
提案内容 審議結果（審議結果を踏まえた対応） 

まちづ

くり 

工場立地法に基づく緑地

面積率等に関する市町準

則の制定、環境の保全と

創造に関する条例による

緑化基準の見直し 

兵庫県建築士会

等 

H30 事業拡大や老朽化に伴い生産施設を既存敷地

で増築・建替する際に、緑地面積の確保がネ

ックとなり、工場建設時に比べて厳しい面積

基準のもとでの増築・建替えとなる場合があ

る。実情に応じて基準を設定できれば、施設

の増改築促進等につながるため、見直しでき

ないか。 

【制度内容の周知】 

・市町に地域の実情を踏まえて条例制定による

緑化基準の設定が可能であることを助言す

る。（R 元.5 月対応済） 

宝塚市都市計画区域の建

ぺい率､路上渡り廊下設置

基準等の見直し 

兵庫県民間病院

協会 

H30 

 

用途地域により、建ぺい率や容積率の制限が

あるが、病院の建替えが進むよう、用途地域

の変更（容積率の緩和）ができないか。また

併せて、道路上の渡り廊下の架け替えもでき

るようにならないか。 

【制度内容の周知】 

・容積率の緩和は、総合設計制度の活用により対

応が可能である。 

・道路上の渡り廊下等の設置は、市の許可基準へ

の適合により設置が可能となっている。 

1ha 以上の開発行為を行

う場合の調整池設置義務

の見直し 

西宮市 H30 

 

土地区画整理事業において、市町が独自に定

める雨水計画等に基づき開発行為を行う場合

は、総合治水条例に基づく調整池を不要にで

きないか。若しくは適応する場合も、用地費

用相当分等を公共管理者負担金として県が負

担する等の措置を講じることができないか。 

【現行の制度運用を維持】 

・市の雨水計画は速やかな雨水排除を目的と

し、雨水の貯留等により流出増を抑制するこ

とが担保されていない。 

・調整池の設置費用は、開発者の負担によるべ

きものである。 

市街化調整区域における

開発許可基準の緩和 

西脇市 R2 市街化調整区域において、地域の活力を維持

し、持続可能な地域社会を構築することが可

能となるよう、その地域で一定期間以上事業

を継続している事業所が速やかに事業拡張で

きるよう、開発許可基準の緩和ができない

か。 

【規制･手続の見直し】 

・市街化調整区域で 10 年以上事業を継続して

いる事業所が速やかに事業拡張できるよう、

県開発審査会で円滑に審議するために設けて

いる提案基準の見直しを行う。（Ｒ３年２月

提案基準を見直し） 

福祉のまちづくり条例の

適用を受ける工場要件の

見直し 

兵庫県建築士会 R3 3,000 ㎡以上の工場は、福祉のまちづくり条

例の適用を受け、高齢者等に配慮した施設整

備が求められるが、自動化等による工場の省

人化を踏まえ、同条例の適用を受ける要件に

従業員数を追加するなど、要件の見直しをで

きないか。 

【規制･手続の見直し】 

・床面積の合計が 3,000 ㎡以上の工場につい

ては、その床面積の算定に当たって、機械の

メンテナンス作業時等を除き従業員が立ち入

らない自動化された作業場部分の床面積を算

入しないこととする運用改善を図る。（Ｒ４

年４月運用見直し） 

多雪区域における木造建

築物の構造基準の見直し 

兵庫県建築士会 R3 小規模な木造建築物は、建築基準法施行令の

仕様規定を満たせば建築基準法の構造規定に

関する規定に適合するとされているが、仕様

規定が地域の気候特性に関係なくどの地域で

も同じ基準のため、多雪区域では倒壊や損傷

が懸念される。多雪区域における基準につい

て県条例で設けるなどの見直しを検討できな

いか。 

【現行の制度運用を維持】 

・現行の基準が不十分であるとの客観的根拠が

ない中、本県独自の基準の付加について、県

民の理解を得ることは困難であることから、

現行の制度運用を維持する。 

自動車車庫等の耐火構造

に関する面積基準の見直

し 

兵庫県建築士会 R3 建築基準法では、自動車車庫等の床面積の合

計が 150 ㎡以上の場合の建築物全体の耐火

基準が、県条例では、自動車車庫等の床面積

の合計が 150 ㎡を超える場合で、上階に一

定規模以上の共同住宅の住戸等がある場合の

自動車車庫等の耐火基準が定められている。

「150 ㎡未満」「150 ㎡」「150 ㎡超」

と、３種の基準が存在するため、基準を統一

するなど、見直しを検討できないか。 

【現行の制度運用を維持】 

・県条例の本規定の対象は、制定当初から段階

的に規制緩和してきたものであるが、本提案

は「150 ㎡のもの」に対する規制強化とな

る。 

・本提案に係る面積基準を含め建築基準条例及

びその解説について、県のホームページで周

知するなど、事業者等が混乱を来すことがな

いように努めていることから、現行の制度運

用を維持する。 

芦屋市の集合住宅におけ

る駐車施設の附置基準の

見直し 

(株)横山建築事

務所 

R3 芦屋市の、集合住宅における駐車場の設置台

数の基準が、近隣市と比べ厳しい。車を必要

としない方が増える中、高度な土地利用等を

図る観点から、基準の見直しを検討できない

か。 

【現行の制度運用を維持】 

・路上駐車の発生等による住環境の悪化が懸念

されることや、市内に居住される方からも規

制緩和を求める声がないことから、現行の基

準を維持する。 

加古川市開発事業に係る

道路占用基準の見直し 

関西電力送配電

(株) 

R4 加古川市では、都市計画法の開発行為の許可

を受ける条件として、電柱は道路ではなく民

地内に設けることを一律に求めているが、通

行上支障がない場合は道路に建柱する規制緩

和ができないか。 

【制度内容の周知】 

・道路幅員の確保の観点から、開発行為では、

原則新設道路への電柱設置は認めていない。 

・ただし、歩道の植樹帯や通行上支障のないゼ

ブラゾーンへの設置は認めており、引き続き

相談や事前協議の際に周知を図っていく。 

建築物環境性能評価の市

町条例との関係の見直し 

神戸市 R5 県条例では、一定規模以上の建築物を新築等

する際に環境性能評価及び届出が必要である

が、市町条例で同等以上の内容を規定した場

合、県条例は適用除外となる。環境性能評価

以外の省エネ性能評価活用のため、適用除外

基準の見直しを検討できないか。 

【現行の制度運用を維持】 

・本制度は、評価の低い建築物への指導等を通

じ、建築物の環境配慮の底上げを図るもので

ある。 

・環境配慮に関心の薄い層に訴求するために

は、任意の届出制度では実効性が乏しく、届

出を義務づけ環境配慮への指導を行う現行の

制度を維持する。 
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分野 提案項目 提案者 
提案 

年度 
提案内容 審議結果（審議結果を踏まえた対応） 

環境 下水道終末処理施設にお

ける生物化学的酸素要求

量に係る排水基準の見直

し 

神戸市 H30 下水道終末処理施設の排出水について、生物

化学的酸素要求量の排水基準は、県条例によ

る上乗せ基準で最大25mg/ℓとしている

が、瀬戸内海の栄養塩供給のため、県基準を

見直しできないか。 

【規制･手続の見直し】 

・瀬戸内海の水質改善の状況に加え､栄養塩管

理運転実施の観点から県条例による上乗せ基

準を見直す。（R 元.12 月条例改正） 

教育・

保育 

一定規模以上の幼稚園､認

定こども園等の緑化基準

の見直し 

兵庫県建築士会 H30 市街化区域内の 1,000 ㎡以上の建築物の敷

地については、空地面積の 50％以上の緑化

が必要であるが、幼稚園等では当該緑化面積

の確保が困難となる可能性があるため、見直

しできないか。 

【制度内容の明確化】 

・取扱指針に基づき､空地面積の算定では運動場

の面積を除外する弾力的な運用を実施している

が､施行規則に規定し取り扱いの更なる周知を

図る。（R元.8月規則改正） 

幼稚園型認定こども園の

保育室面積基準の緩和 

播磨町 R2 既存幼稚園を「幼稚園型認定こども園」に移

行する場合、国の１人あたりの保育室等面積

基準を満たせば、県が独自に定めている各保

育室の面積基準（53 ㎡）は適用しない特例

措置の創設ができないか。 

【現行の制度運用を維持】 

・提案者である播磨町が、既存幼稚園の認定こ

ども園への移行に際し、当初計画していた

「幼稚園型」ではなく、保育室面積の特例の

ある「幼保連携型」へ移行することで、課題

が解消することから現行制度を維持する。 

高校生が就職活動する際

の「１人１社制」の見直し 

事務局 R2 高卒予定者の採用選考では、応募解禁から一

定の間、１人１社の応募に限定されている

が、生徒の選択肢を広げ、納得した就職活動

を実現するため、１人１社制の見直しができ

ないか。 

【現行の制度運用を維持】 

・1 人１社制は、生徒、学校関係者、企業から

高い支持を受けていることから、当面は現行

制度を維持する。但し、同時に２社以上の応

募を望む声も一部あることから、兵庫県高等

学校就職問題検討会議等で引き続き検討す

る。 

交通安

全 

夜間､休日の工事規制及び

交通誘導員の配置基準の

見直し 

佐用町 H30 道路工事の際、夜間に規制解除するための仮

舗装や、交通誘導員の配置に伴い、工期の長

期化や工事費の増大が生じるため、簡易信号

機のみによる相互通行の誘導など、実情に合

わせた対応ができないか。 

【制度内容の明確化】 

・個々の行為の内容等を踏まえ許可の条件が付

されている。 

・実情に応じた許可の内容が明確になるよう、

県警ホームページ上のＱ＆Ａに許可事例を掲

載する。（H31.３月掲載） 

道路使用許可申請の包括

申請による許可の見直し 

宍粟市商工会 H30 軽トラ市で道路使用許可申請をする際、軽ﾄﾗｯ

ｸ 1台に１申請が必要だったが、1件にまとめ

た申請ができれば、金銭面の負担が少なくな

り、より多くの出店者の参加が望めるため見

直しできないか。 

【制度内容の明確化】 

・個々の行為の内容等を踏まえ許可の条件が付

されている。 

・実情に応じた許可の内容が明確になるよう、

県警ホームページ上のＱ＆Ａに許可事例を掲

載する。（H31.3 月掲載） 
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兵庫県規制改革推進会議 これまで（H30～R7）の審議案件 

 ［２ 県・市町の行政手続の簡素化等に関する事項］ 

分野 提案項目 提案者 
提案 

年度 
提案内容 審議結果（審議結果を踏まえた対応） 

暮らし 納税証明書交付請求書へ

の申請者の押印省略 

兵庫県行政書士

会 

H30 納税証明書交付請求書に認印が必要である

が、本人確認書類の提示を行うことから、押

印の省略ができないか。 

【規制･手続の見直し】 

・納税証明書交付請求書の様式を､本人確認が

できれば押印不要とするよう変更済み。 

介護老人福祉施設等の役

員変更等の際の役員全員

の押印義務の廃止 

兵庫県社会福祉

事業団 

H30 法人の役員変更に際して、役員全員の押印が

求められるが、役員全員の押印にかなりの時

間を要する。押印の省略等により、提出者の

事務作業の軽減等、円滑な事務手続が図られ

る。 

【規制･手続の見直し】 

・介護保険法施行規則等の一部改正(H30.10

月施行)に合わせ､届出事項や様式を改正。 

指定障害福祉サービス事

業に係る指定申請書類の

明確化 

兵庫県行政書士

会 

H30 申請時に提出を求められる事業計画や収支予

算書の説明の際に求められる根拠資料(例:製造

見積書等)が事前に示されておらず､準備がで

きない｡県､政令指定都市､中核市でこれらの根

拠資料等が統一されれば､必要書類が明確にな

り手戻り等を防げる。 

【制度内容の明確化】 

・地域における条件が異なるため、県・関係市

で必要書類を統一することは難しいが、根拠

書類等をどの程度必要とするのか、標準的な

モデルが示せないか等の考え方を調整する。

（R2.2 月政令市、中核市にモデル提示） 

マイナンバーカードによ

るコンビニエンスストア

等における証明書等の自

動交付 

事務局 H30 コンビニエンスストアでの証明書等の自動交

付は、県下で 15 市町が未導入である。 

未導入の市町では、証明書交付の場所や時間

が限られるため、導入済市町と比べて、交付

申請者の利便性に差が生じている。 

【制度内容の周知】 

・未実施市町に対し、あらゆる機会を捉まえ、積

極的な働きかけを継続する。 

市町が発行する身分証明

書(禁治産等の宣告､破産

に関する通知等)の手数料

の軽減 

兵庫県行政書士

会 

H30 ｢禁治産･準禁治産の宣告の通知､後見の登記

の通知｣と｢破産に関する通知｣が別項目とさ

れ､それぞれに手数料が発生する自治体があ

り､これらを一体的に証明している自治体に比

べて割高となっている。一体で証明し、手数

料を一律とすれば申請者の負担軽減につなが

るのではないか。 

【その他】 

・当該事務は法律による根拠がなく､各市町の独

自事務として行われており､取り扱いについて

統一方針を示すことが困難である。 

・県下の対応状況を参考情報として市町へ提供す

る。（H31.4月実施） 

収入証紙による手数料納

付の方法の見直し 

兵庫県行政書士

会 

H30 収入証紙売り捌き所の所在や取り扱い券種、

営業時間が限られているが、利便性向上のた

め､収入証紙条例を廃止し、手数料納付方法を

現金、銀行振込、コンビニエンスストアでの

納付などに改めてはどうか。 

【その他】 

・手数料の納付方法は､①証紙､②現金､③銀行や

コンビニでの振込､④電子収納がある。 

・それぞれのメリット・デメリット(現金亡失リ

スク､システム構築経費､手数料負担等)や､ICT

による決済手段の進歩も踏まえ、証紙納付の

他、様々な納付方法の検討を行う。 

風営法に基づく許可申請

の現地調査事務処理（期

間）の見直し 

兵庫県行政書士

会 

H30 兵庫県風俗環境浄化協会が神戸市内にあり､遠

隔地に於いて申請書を提出した場合、実地調

査までの期間を要するため､地域を区分するな

ど実地調査までの事務処理期間の見直しや、

申請書受付窓口(警察署)での現地調査の対応

ができないか。 

【現行の制度運用を維持】 

・遠隔地であることを理由として実地調査が遅

れることはない。 

・実地調査は専門知識を有する県風俗環境浄化

協会が､警察署と連携して実施している。 

個人情報の開示に関する

代理請求者の範囲の拡大 

兵庫県行政書士

会 

R1 県では特定個人情報以外の個人情報は､本人が

直接開示請求を行うこととなっているが､守秘

義務を有する行政書士等の国家資格者が任意

代理人の場合は､個人情報の開示請求を行える

ようにできないか。 

【現行の制度運用を維持】 

・利便性よりも個人情報の権利保護を重視すべき

との考え方から､現行の制度運用を維持する。 

主任介護支援専門員研修

受講資格の見直し 

兵庫県地域包

括・在宅介護支

援センター協議

会 

R5 主任介護支援専門員研修の受講資格には、常

勤専従の介護支援専門員として従事した期間

が一定以上必要であるが、地域包括支援セン

ターで包括的支援業務と介護支援業務を兼務

している期間も、従事期間として算定できな

いか。 

【規制・手続の見直し】 

・国で、研修の受講要件における実務経験の取

り扱いの明確化に向け検討を行っており、県

においても、国の動向を踏まえ受講要件の見

直しを検討し、R6 年度の募集時期までに方

針を示す。（R6.4 月研修開催要項改正） 

県税徴収金収納事務にお

ける原符等保管の見直し 

事務局 R5 県税のコンビニエンスストア収納では、納付

書の原符部分、領収済通知書部分を取扱店や

本部で保存する必要があるが、収納情報等電

子データでの保管も可能とできないか。 

【その他】 

・原符等の保管は、納税者情報の管理や、処理

に瑕疵があった場合の納税者特定や責任の明

確化のため義務づけている。納税者の特定が

可能となる体制を整えた場合には、電子デー

タでの保管も可能とするような契約の締結

を、収納代行業者も交え検討する。 

指定難病に係る医療費助

成における還付請求手続

きの見直し 

事務局 R6 指定難病に係る医療費助成の還付請求手続き

について、県では窓口での手続きを原則とし

ているが、患者や保護者の負担軽減等の観点

から、郵送や電子申請による手続きが可能と

ならないか。 

【規制・手続の見直し】 

・窓口申請に加えて、郵送による申請も可能と

する（R７.５月運用開始）。 

・電子申請の導入については、国が進める難病

等医療費助成制度オンライン化事業の動向を

踏まえ、検討する。 
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分野 提案項目 提案者 
提案 

年度 
提案内容 審議結果（審議結果を踏まえた対応） 

暮らし 障害福祉サービス事業指

定申請における実務経験

確認方法の見直し 

兵庫県行政書士

会 

R7 障害福祉サービス事業所では、実務経験要件

及び研修修了要件を満たすサービス管理責任

者等の配置が必要である。県では指定申請時

に実務経験証明書の原本と研修修了証の写し

を求めているが、各要件は基礎研修受講開始

時に満たす必要があるとされていることか

ら、指定申請時の実務経験証明書の提出を不

要、若しくは写し等の提出とできないか。 

【規制･手続の見直し】 

・実務経験証明書の提出は引き続き必要とする

が、窓口に原本と写しを持参し、原本と相違

ないことが確認できる場合は原本を返却し、

写しでの提出を可能とする（R7.12 月実務

経験証明書の取扱改正）。 

化粧品製造業許可申請に

おける構造設備の基準の

明確化 

兵庫県行政書士

会 

R7 化粧品製造業を行う者は厚生労働省令で定め

る基準に従い製造所ごとに許可を受ける必要

があるが、その基準がいずれも抽象的であ

る。このため、県作成の申請手引において、

例えば床の基準であれば「カーペットは不

可」など、区分ごとにより具体的な判断基準

の明示ができないか。 

【制度内容の周知】 

・製品の特性や製造工程により求められる衛生

を担保するための措置のレベルは異なるた

め、一律の判断基準の記載は行わないが、改

善指導事例を申請手引に記載する（R8.1 月

手引改正）。 

主任介護支援専門員資格

取得にかかる実務経験要

件の見直し 

兵庫県地域包

括・在宅介護支

援センター協議

会 

R7 主任介護支援専門員研修（主任介護支援専門

員の資格取得に必要）の受講にあたり、前提

条件となる介護支援専門員専門研修課程Ⅰ･Ⅱ

等の受講には、介護支援専門員としての実務

経験が必要である。地域包括支援センターで

介護支援専門員の資格を有する社会福祉士等

が予防プラン等を作成している場合も、この

実務経験に含めることができないか。 

【規制・手続の見直し】 

・専門研修課程Ⅰ・Ⅱ及び更新研修の受講要件

について、地域包括支援センターにおいて、

社会福祉士等で介護支援専門員資格を有する

者が予防プランを作成している場合は、実務

経験がある者として要件に加える（R7.12

月要件見直し、令和 8 年度研修から運用開

始）。 

まちづ

くり 

経営事項審査の往復はが

きによる申請（審査日の

予約)の見直し  

兵庫県行政書士

会 

H30 建設業者の経営事項審査の予約は、郵便往復

はがきによる方法に限定されているが、電子

メールやＦＡＸ等で対応が可能になれば、費

用及び準備時間の負担が軽減される。 

【規制･手続の見直し】 

・往復はがきによる申請に加え､新たな申請方

法として FAX による申請を追加。（R 元.5

月より対応） 

・更にメール等 ICT の活用を検討する。 

経営事項審査の窓口申請

における予約方法の見直

し 

事務局 R6 （H30 提案について事務局から再提案） 

経営事項審査の窓口申請に係る審査日の予約

方法について、電子メールや一部土木事務所

が採用している FormBridge や Kintone を

用いた予約システムが活用できないか。 

【現行の制度運用を維持】 

・電子メールでの予約については、予約漏れ等

が懸念されることから採用しない。 

・今後は利便性の高い電子申請の利用を推進

し、窓口申請の予約システムについては、課

題解決の検証を行った後、他の土木事務所で

の導入を検討する。 

福祉のまちづくり条例に

基づく適合審査権限の市

町からの引き上げ 

たつの市 H30 市町に移譲している福祉のまちづくり条例等

に基づく事務を廃止し、全ての建築行為につ

いて、建築主事等が建築確認と連動して、バ

リアフリー化の基準への適合審査を行うよう

にできないか。 

【制度内容の周知】  

・移譲事務に課題があれば、「県から市町への

権限移譲検討会議」によるフォローアップ等

を活用し解決に向けた検討を行う。 

姫路市開発事業の事業計

画の事前申請の簡素化又

は撤廃 

兵庫県行政書士

会 

H30 ｢事業計画の事前申請(市条例第 12 条)｣は、

その後の｢事前協議の実施(市条例第 13 条)｣

と同様の手続であるが､事務手続の期間を要し

ているため、市条例 12 条に基づく事前申請

の簡素化又は撤廃ができないか。 

【現行の制度運用を維持】 

・条例第 12 条に基づく事業計画事前申請によ

り｢開発行為に該当する｣とされた場合に、第

13 条に基づく事前協議を行っている。 

・事前申請により、開発行為の該当、非該当が

迅速に判定され、また事前協議に必要な手続

等を通知することにより協議書類の手戻り防

止にも繋がっている。 

道路占用許可の更新時に

おける申請方法の簡素化 

新温泉町 R1 県管理道路の占用更新申請時に､図面(平面図､断

面図等)の添付が必要であるが､更新時の負担と

なっているため､占用物件の内容に変更がない

場合は添付を省略できないか｡ 

【規制･手続の見直し】 

・更新申請に当たっては申請書の提出のみと

し、図面等添付書類を省略するよう､規則等

を改正する。（R2.3 月規則等改正） 

建設業の法人成りに関す

る廃業届の取扱いの柔軟

化 

兵庫県行政書士

会 

R1 個人から法人成りをして建設業許可を取得す

る際､個人の廃業届を新たな法人の許可申請日

以前にする必要があり無許可期間が生じるこ

とから､この期間が生じないよう改められない

か｡ 

【規制･手続の見直し 】 

・R2.10 月施行予定の改正建設業法等により対

応可能となるまでの間､事前相談での柔軟な対

応により法人の新規申請から許可までの期間を

短縮する。 

建設業許可における健康

保険等の確認書類の削減 

兵庫県行政書士

会 

R1 協会けんぽ等に加入せず建設国民健康保険(建

設国保)等に加入している事業者に､国民健康

保険の被保険者証の写し等の提示を求めてい

るが､厚生年金の加入状況確認書類を提出すれ

ば､いずれかの健康保険(協会けんぽ､建設国保

等)に加入していることは明らかであるため､

建設国保等の被保険者証の写し等の提出を不

要とできないか｡ 

（R1 提案について事務局から再提案） 

 

 

【その他】 

・R2.10 月施行予定の建設業法等の改正内容を

踏まえ､建設業における雇用環境整備等の観点

から､必要な確認書類について検討を行う。 

建設業許可申請等におけ

る健康保険確認書類の見

直し 

事務局 R6 【規制・手続の見直し】 

・R6.12 月 2 日以降、国民健康保険被保険者

証の新規発行が停止し、マイナ保険証へ移行

されることから、他府県の手続き手法等も参

考に、確認書類の見直しを検討する（R7.２

月見直し実施）。 
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分野 提案項目 提案者 
提案 

年度 
提案内容 審議結果（審議結果を踏まえた対応） 

まちづ

くり 

建設業に関する届出等の

郵送による申請受付 

兵庫県行政書士

会 

R1 県では建設業に関する申請書類等について､窓

口への持参による提出を求めているが､建設業

の決算変更等郵送対応が可能な届出について､

郵送による申請受付ができないか。 

【規制･手続の見直し 】 

・郵送や持参等の対象範囲や申請時のルールな

ど､申請方法全般について検討し､手引を見直

す。（R3.1 月手引見直し） 

建設業の許可申請時に必

要な書類の明確化 

兵庫県行政書士

会 

R1 手引に沿って書類を準備したが､申請時に不足

を指摘される場合や､準備した資料が不要とい

う場合があるため､手引の記載内容を明確化で

きないか。 

【規制･手続の見直し 】 

・必要書類等の記載について､よりわかりやすい

表現になるよう手引等を見直す。（R2.4月手

引見直し） 

市街化調整区域における

特別指定区域の指定に係

る事務手続の迅速化 

西脇市 R2 特別指定区域の指定には、町都市計画審議会及

び県開発審査会で、それぞれ事前協議と本審議

を経る必要があるが、審議回数の縮小による事

務手続の迅速化ができないか。 

【規制･手続の見直し】 

・事務手続の迅速化、市町の事務負担軽減を図

るため、県開発審査会の事前協議を省略でき

るよう見直しを行う。（R3.2 月規定改正） 

宅地建物取引業者免許申

請指導事務 事務所要件に

関する審査事項の明確化 

兵庫県行政書士

会 

R2 宅建業の免許申請に際し、申請受付を行う県宅

建業協会の手引に記載のない事務所要件を求

められるため、申請内容の修正等の対応が必要

となる場合がある。申請者の負担軽減のため、

事務所要件に関する審査事項の明確化と公表

をできないか。 

【制度内容の明確化】 

・事務所要件について、より分かりやすいもの

となるよう具体例を記載した手引を作成し公

表する。 

河川、水路を占用する際の

占用申請の要否の明確化 

関西電力送配電

(株) 

R3 占用許可申請が必要な河川、水路かどうかを判

断するツールがなく、その都度、各自治体に確

認する必要がある。一部の市では、水路等の位

置が明示されたマップが公表されており、迅速

に判断することが一定となっていることから、

県下全域で境界位置も明示されたマップの公

表を検討できないか。 

①河川（県管理）：【現行の制度運用を維持】 

・河川位置を明示した図面は公表済みである。

しかし、さらに詳細な境界位置を示すために

は、新たなマップの作成が必要となり、膨大な

境界延長が対象となることから対応困難であ

る。 

②水路（市町管理）：【その他】 

・各自治体によって状況が異なり、統一方針を

示すことは困難であるため、各市町に先進事例

の情報提供を行う。 

道路・河川・砂防指定地・

港湾施設等における占用

許可に係る更新手続の見

直し 

大阪ガスネット

ワーク(株)兵庫

事業部 

R4 道路、河川、砂防指定地、港湾において、土地

を占用する場合は、知事の許可が必要であり、

許可期間後も引き続き占用する場合は、更新手

続が必要であるが、地形や占用内容に変更のな

い場合は、１年ごとの自動更新とするなど、手

続を簡素化できないか。 

【規制・手続の見直し】 

・占用者と管理者双方の定期的な安全確認の機

会確保の必要性等を踏まえると、更新手続の

自動更新への変更は困難。 

・河川、砂防指定地、港湾の更新手続において、

許可書の写しの提出を省略する方向で検討。 

・道路・河川・港湾の占用許可申請等について、

兵庫県電子申請共同運営システム（e-ひょう

ご）での受付を令和５年度中に実施すべく作

業を進める。 

道路・河川・砂防指定地・

港湾施設等における占用

許可や工事等の許可申請

等手続の電子化 

関西電力送配電

(株) 

R4 道路、河川、砂防指定地、港湾において、工作

物を設置する場合などは、占用の許可申請や工

事の許可申請、工事の着手・完成届など各種手

続が必要であるが、電子申請ができず紙による

郵送での手続が必要となっているため、手続を

電子化できないか。 

【規制・手続の見直し】 

・兵庫県電子申請共同運営システム（ｅ－ひょ

うご）での受付を実施すべく、作業中である。 

・Ａ３を超える大判図面については、別途紙で

図面を提出いただくことを検討している。 

・砂防指定地の占用許可申請、制限行為許可申

請については、受理権限を市町に移譲してい

るため、市町の電子化を促す。 

土木設計業務等の成果品

及び工事完成図書等の電

子納品の見直し 

事務局 R4 県の土木設計委託業務等の完了時の最終成果

物の電子データの納品について、電子媒体

（CD-R もしくは DVD-R）で提出することと

なっているが、インターネットを介し電子デー

タで納品する「オンライン電子納品」を導入で

きないか。 

【規制・手続の見直し】 

・工事完成図書オンライン電子納品が可能とな

るよう、今年度、システム構築委託契約を締結

し、事業者等への周知を踏まえ R5 年度上半

期の運用開始を予定。（R5.10 月運用開始） 

・土木設計業務等の成果品に関しても、R6 年度

中の運用開始を目指す。（R6.4 月運用開始） 

工事完成図書の紙図面提

出の見直し 

協栄電機（株） R5 県発注の営繕工事、設備工事等では、業務完了

時の完成図書の納品に当たり、CD-ROM 等の

電子データに加え紙での原図提出が求められ

るが、電子データの納品がある場合は紙原図の

提出は不要とできないか。 

【規制・手続の見直し】 

・テレワークやデジタル化等の新しい働き方へ

の環境整備を図るため、保証書・取扱説明書等

の一部を除き原則電子納品とし、R6 年度中の

運用を目指す。（R7.2 月特記仕様書等改正） 

住宅改修業者登録申請の

添付書類の簡素化 

事務局 R5 県の住宅改修業者登録制度の登録申請添付書

類に、法人の登記事項証明書に加え関係役員の

住民票抄本が必要であるが、登記事項証明書に

は役員名の記載があるため、住民票の抄本につ

いては提出を省略できないか。 

【規制・手続の見直し】 

・添付書類の簡略化に向けた整理を行い、R6 年

度中の規則改正に向け検討を進める。 

 （R7.4 月住宅改修事業の適正化に関する条例

施行規則改正） 

電線共同溝入溝時の入溝

承認申請手続きの見直し 

関西電力送配電

(株) 

R6 電線共同溝の入溝において、県が許可制（審査

期間１～２週間）を採用し、これにより占用者

が行う工事が遅延するなどの支障事例が発生

しているが、申請手続きの廃止又は届出による

手続きが可能とならないか。 

【規制・手続の見直し】 

・届出制を採用している自治体の例などを踏ま

え、届出制への見直しを検討する。 

・検討にあたっては、届出内容に不備があった

場合における入溝禁止命令の可否といった懸

念事項の解消や、他の占用者への意見聴取も

踏まえ、見直しを行う。 
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分野 提案項目 提案者 
提案 

年度 
提案内容 審議結果（審議結果を踏まえた対応） 

まちづ

くり 

経営事項審査における健

康保険確認対象者等の見

直し 

兵庫県行政書士

会 

R7 経営事項審査において、技術職員名簿や建設機

械の保有状況一覧表の提出が必要であるが、県

は名簿記載の全員分の健康保険証の写しや、一

覧表に記載した全建設機械の取得日等を毎回

確認している。国に倣い、確認対象を新たに名

簿に記載された職員や新たに追加された建設

機械のみに限定できないか。 

【規制･手続の見直し】 

・国や他府県の取り扱いを参考に、見直しを検

討する（R8.2 月申請要領改正）。 

経営事項審査における保

有する建設機械の対象範

囲の拡大 

兵庫県行政書士

会 

R7 経営事項審査において、建設機械をレンタル契

約で保有する場合、契約の相手方をレンタル会

社に限定しているが、これを見直せないか。 

【規制･手続の見直し】 

・国や他府県の取り扱いを参考に、令和８年度

中の要領改正を検討する。 

自動車検査証の電子化に

伴う経営事項審査添付書

類の見直し 

兵庫県行政書士

会 

R7 経営事項審査において、ダンプ車を保有する場

合は自動車検査証（車検証）の写しの提示が必

要であるが、車検証の電子化に伴い、現在は自

動車検査証記録事項の写しの提示も求められ

ている。電子化のメリットが失われ、同記録事

項の発行も経過措置とされていることから、提

示書類は紙車検証のみとし、その他の確認は地

方運輸局と県の情報共有で代替できないか。 

【その他】 

・国が自動車検査証記録事項の配布期間延長

等、利用者の利便性の向上及び地方公共団体

の事務負担の軽減に資する方策を検討すると

しており、国からの措置内容が示されるまで

は引き続き現行の運用を行う。 

埋蔵文化財の発掘にかか

る届出事務の見直し 

関西電力送配電

㈱ 

R7 土木工事等、埋蔵文化財の調査以外の目的で埋

蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合は、事

前届出が必要である。一方で、一部市町を除い

て電子申請ができず、同じ土地でも工事の度に

届出が必要となるため、一般市町を経由して県

へ届出を行うケースでは工事着手までに時間

を要している。このことから、当該届出事務に

関して、次の見直しができないか。 

① 電子（メール等）による届出の導入 

② 過去に届出があった土地の場合、市町が 

審査 

①電子申請の導入：【その他】 

・県から電子申請の試行的運用を提案し、環境

の整った市町より導入を開始したところであ

ることから、引き続き電子申請の導入を市町

へ働きかけていく。 

②市町審査：【現行の制度運用を維持】 

・工事毎に埋蔵文化財への影響が異なるため、

毎回審査する必要があり、市町毎に文化財部

局の体制に差異がある状況等を踏まえ、引き

続き県が審査し、保護体制に一定の水準を担

保することが必要である。 

農林水

産 

農作物栽培高度化施設の

設置基準の明確化 

兵庫県行政書士

会 

R7 農作物栽培高度化施設の届出基準が概括的で

あり、どのようなケースであれば受理されるの

か分かりにくい。このため、県下で共通して使

用できる規定等がある場合、その内容を示して

ほしい。規定がない場合は、農作物栽培高度化

施設に含めてよい附帯設備を例示列挙するな

ど、現場の判断を容易にする規定等を作成し、

各農業委員会へ周知してほしい。 

【制度内容の周知】 

・農作物栽培高度化施設に含めてよい附帯設備

の一律の例示列挙は行わないが、新たな国通

知の発出を踏まえ、農業委員会等に対し、本通

知の内容を周知するとともに、必要な附帯設

備が農業用施設として適切に運用されるよう

指導する（R７.８月、国通知の内容を周知。

R7.11 月の会議でも通知内容を説明）。 

環境 土砂埋め立て許可の標準

処理期間の短縮 

兵庫県行政書士

会 

H30 面積 1,000 ㎡以上、高さ１m 超の土砂埋め

立ての際に必要な知事許可について、標準処

理期間(60 日)が短くなれば、事務処理の迅速

化が図られ、建設工事の残土・土砂の搬入が

促進できる。 

【規制･手続の見直し】  

・これまでの実績を踏まえ標準処理期間を 50

日に短縮する。(H31.4 月標準処理期間見直

し) 

産業廃棄物収集運搬業 更

新許可申請における手続

（書類持参）の見直し 

兵庫県行政書士

会 

R2 産業廃棄物収集運搬業更新許可申請に際し、申

請書類は郵送途上のトラブル防止のため各窓

口へ持参することとなっている。申請者の負担

軽減、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点

から郵送も可とできないか。 

【規制･手続の見直し】 

・新型コロナウイルス感染拡大防止や申請者の

負担軽減等を踏まえ、R2.4 から郵送による

受付を開始。要領の見直しを行い、恒久的に

郵送による申請を可能とする。（R2.10 月

要領改正） 

環境 ばい煙等を発生する指定

施設、特定施設の設置に係

る氏名等変更届の見直し 

関西電力送配電

(株) 

R3 ばい煙等を発生する指定施設、特定施設の設置

に係る氏名等変更届について、申請者の負担軽

減のため、変更届を不要にする、または法人名

等での提出を認めるなど、手続の簡素化を検討

できないか。 

【現行の制度運用を維持】 

・設置者等の情報を常時的確に把握しておくこ

とが、実行ある規制を行うために必要であ

り、法人については権限を有している者の氏

名を把握しておく必要がある。 

・但し、法人登記簿謄本を自治体が電子で自由

に閲覧できるようになれば、事業者の法人代

表者名の届出を省略することも考えられるこ

とから、こうした国の電子化の動きや、関係

法令の見直し等も注視しながら、中長期的に

検討を行うべきである。 

自然公園区域、河川保全区

域における制限行為許可

申請手数料の見直し 

関西電力送配電

(株) 

R4 自然公園区域や河川保全区域における工作物

の新設等の許可申請において、兵庫県では国や

他の都道府県では徴収していない手数料が必

要であるが、収入証紙購入の手間やコストがか

かっているため、上記手数料を見直せないか。 

【現行の制度運用を維持】 

・当該手数料は、受益と負担の適正化を図り、

自主財源を最大限確保するため、平成 21 

年度から新たに設定したものである。 

・特定の者の利益のために行う事務について

は、申請者に応分の負担を求めることが適当

で、引き続き手数料を徴収するのが妥当。 

・手数料の納付方法については、令和５年度を

目処に電子納付が可能となるよう検討中。 
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分野 提案項目 提案者 
提案 

年度 
提案内容 審議結果（審議結果を踏まえた対応） 

入札 入札参加資格審査申請時

の納税証明書の省略 

兵庫県行政書士

会 

H30 納税証明書の提出が義務付けられていること

が申請時の負担となっているため、納税証明

書の提出に代えて、申請者の納税状況を自治

体側で調査することに申請者が同意する書類

等で対応できれば、申請者の負担が軽減でき

る。 

【規制･手続の見直し】 

・平成 31 年度の申請から、誓約書兼調査に同

意する旨の承諾書を提出することにより納税

証明書添付の省略を可とする。（H31 年度

申請分より対応） 

物品関係の入札等で使用

する使用印鑑届の見直し 

兵庫県行政書士

会 

R2 県の物品入札の登録に際し、県との取引で使用

する印鑑について事前に登録する、「使用印鑑

届」の提出が必要であるが、申請者の書類作成

の負担軽減のため、廃止できないか。 

【規制･手続の見直し】 

・申請者の書類作成の負担軽減のため、「使用

印鑑届」の様式を廃止し、紙入札の場合は参

加者からマイナンバーカード等の本人確認書

類の提示を求めることとする。（R3.3 月シ

ステム改修、R3.4 月手引改正） 

建設工事における入札参

加資格申請の見直し 

兵庫県建設業協

会 

R3 国や各自治体の工事の入札に参加するために

は、国や各自治体にそれぞれ入札参加資格申請

を行い、登録を受ける必要がある。申請書類の

提出先を国に一元化し、入札を希望する自治体

を選択出来るようにするなど、手続の見直しを

検討できないか。 

【その他】 

・地域に貢献する企業を評価・育成するため、

県独自に求めている申請書類もあることか

ら、提出先を全て国に一元化することは困難

である. 

・しかし、全国共通の内容は提出先を国に一元

化できれば、提案内容は一定対応可能と考え

るため、実施に向けた課題解消に向け、まず

は、国、他の自治体等と調整を図る。 

建設工事の入札参加資格

審査申請における営業所

登録の見直し 

兵庫県行政書士

会 

R7 県の建設工事の入札参加にあたり、入札参加資

格申請は本社に限らず営業所等でも可能であ

る。他方、県は全ての本社・営業所等に入札参

加を希望する工種に対応する建設業許可を求

めている。この点について、本社や営業所等で

異なる許可工種をもつ場合に、異なる希望工種

での入札参加資格申請ができるよう見直しで

きないか。 

【現行の制度運用を維持】 

・県では本社営業所の区別なく一つの企業とし

て取り扱っており、営業所は本社から委任を

受けて契約を行うものという考え方に基づい

ている。このことから、本社以外に登録を希

望する営業所について、建設業許可が共通す

る範囲での登録を認めることが適切である。 

交通安

全 

特殊車両通行許可に関す

る処理の迅速化 

兵庫県行政書士

会 

R1 特殊車両の通行許可について､県道のみ通行す

る場合等は､受付時に内容を確認し､他の申請

と担当を分けたり､更新申請の場合は､更新時

期が近いものから優先的に処理したりするな

ど､処理の迅速化等が図れないか。 

【規制･手続の見直し】 

・標準処理期間を見直し､許可期間の例示等に

よる期間の明確化について検討を行う。

（R3.3 月標準処理期間見直し） 

【国へ制度の見直しを要望】 

・処理の迅速化に繋がるｾﾝｼﾝｸﾞ技術を活用した

道路構造ﾃﾞｰﾀ収集の継続実施等を国に要望す

る。（R2.７月国に要望） 

安全運転管理者等講習の

オンライン開催への見直

し 

委員 R4 県の安全運転管理者等講習は、県下各地のホ

ール等で受講者を集めた対面開催となってい

るが、受講者の移動の負担軽減や、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止の点から、オンライ

ン開催にできないか。 

【その他】 

・当該講習は、一度に受講する人数が多く、オ

ンラインでの本人確認が困難である。重大事

故の発生もあり、安全運転管理者本人の確実

な受講を確認する必要があるため県独自での

オンライン講習は行っていない。 

・警察庁において講習のオンライン化の検討が

進められており、その動きに合わせて取り組

む予定である。 
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兵庫県規制改革推進会議 これまで（H30～R7）の審議案件 

 ［３ 国の法令等による規制に関する事項］ 

分野 提案項目 提案者 
提案 

年度 
提案内容 審議結果（審議結果を踏まえた対応） 

暮らし マイナンバーカードの電

子証明書等更新手続の簡

素化等 

事務局 H30 本制度が住民の利便性向上を目的の一つとし

ているにも関わらず、更新手続のために市町

(役所等)に行く必要があり、更新されないま

ま放置されることも懸念される。また、ｶｰﾄﾞ

自体と電子証明書の有効期間が異なるなど、

更新時期が住民にとってはわかりにくい。 

【国へ制度の見直しを要望】 

・電子証明書の有効期間(５年)の延長､有効期間

満了に伴う更新時の簡易な方策の検討を､継

続して国へ要望する。 

市町が実施するがん検診

における医師の立会い義

務の緩和 

佐用町 R2 市町が実施する集団乳がんマンモグラフィ検

診・集団胃がん検診は、医師の立会いがなけ

れば実施できない。郡部においては立ち会い

医師の確保が難しく検診実施の支障となって

いることから、医師の立会い義務不要とでき

ないかい。 

【国へ制度の見直しを要望】 

・集団乳がんマンモグラフィ検診については、

医師の立会いがなくても実施できるよう国へ

要望する。（R2.6 国へ要望 ※R３.７月省

令が改正） 

【現行の制度運用を維持】 

・集団胃がん検診については、バリウムの誤嚥

が起こりうり、高齢者のバリウムの誤嚥は命

に関わることもあることから、現行の制度運

用を維持する。 

まちづ

くり 

古民家の改修等に係る規

制緩和 

兵庫県建築士会 H30 階段改修時等の構造遡及(階段以外の箇所の現

行法に合せた是正)義務や、排煙設備を不燃材

料とする規定、防火上主要な間仕切壁等の防

火設備の設置基準について、古民家活用の観

点からそれぞれ緩和ができないか。 

【制度内容の明確化】 

・大規模改修等の際の構造遡及については、構

造耐力上の危険性が増大しない場合は遡及適

用されない場合もあり､建築物の状況に合わ

せ個別に判断される。 

・防火設備設置基準・排煙設備への不燃材料の

使用は、部材の工夫により対応可能である。 

・防火上主要な間仕切壁の設置は居室から直接

屋外等に避難ができる場合等は設置が不要と

なる等緩和が可能である。 

・判断の参考となるよう、それぞれの基準等に

ついて具体の例示やＱ＆Ａによる明確化を検

討する。(Ｒ元.6 月手引改定) 

六甲山における建築物等

の新築､改築､増築等に関

する各法規制の緩和 

事務局 H30 六甲山には、自然公園法、都市計画法及び、

神戸市風致条例等による複数の規制が重層的

に関わっており、土地利用が進みにくい状況

にあるため、規制の緩和ができないか。 

【その他】 

・六甲山再生委員会の結論について、更に必要

があれば推進会議で議論を行う。 

建築基準法改正

(H30.6.27 公布)に伴う

用途変更の際の届け出の

義務化 

兵庫県建築士会 H30 建築基準法の改正により、用途変更に伴う建

築確認不要となる小規模建築物の上限が延面

積 100 ㎡未満から 200 ㎡未満に緩和された

が、当該建築物に届出義務を課すなど、安心

安全な建築物を担保する新たな規制を求め

る。 

【現行の制度運用を維持】 

・法改正の内容は手続の合理化であり､また人

命への危険性が低いと考えられるため、現行

の制度運用を維持する。 

小規模建築物を宿泊施設

とする場合の取扱いの柔

軟化 

兵庫県建築士会 H30 空き家活用促進のため、民家などを宿泊施設

とする場合、防火安全対策と避難等の運営方

法が示された 2 階建てまでの建物について

は、住宅からホテル･旅館への用途変更を不要

にできないか。 

【現行の制度運用を維持】 

・建築基準法では、防火安全対策等のソフト対

策により安全性を確保することができるとす

る規定はなく、ソフト対策のみで用途変更を

不要とすることは適当でないため、現行の制

度運用を維持する。 

地籍調査の現地立会の簡

素化等 

兵庫県測量設計

業協会 

R1 所有者不明土地では､隣接の土地所有者等が立

会し､筆界を明らかにする客観的資料がある場

合に限り調査することができるが､客観的資料

がない場合は筆界未定となるため､隣接土地所

有者による確認のみでも可とするなど効率化

が図れないか｡ 

【国へ制度の見直しを要望】 

・所有者不明土地の筆界確認の際、客観的資料

が乏しい場合でも､地籍調査が円滑に進むよ

う､制度の見直しを国へ要望する。（R 元.7

月、11 月国へ要望 ※R2.4 月に国土調査

法が改正） 

個人事業主の建設業決算

変更届における納税証明

書類の見直し 

兵庫県行政書士

会 

R7 建設業者（個人事業主）は４月末までに決算

変更届を提出し、事業税納税証明書の添付が

必要であるが、届出期限までに届出対象年の

納税証明書は発行されない。大阪府の取り扱

いに倣い、所得税の確定申告書第一表の写し

の添付で代替できないか。 

【現行の制度運用を維持】 

・建設業法施行規則において、「事業税の納付

すべき額及び納付済額を証する書類」が提出

書類として明記されており、確定申告書写し

では納付済額等を証する書面とはいえない。 

河川区域の引込電線撤去

にかかる許可申請方法の

見直し 

関西電力送配電

㈱ 

R7 河川区域内の工作物の除却は許可が必要であ

るが、家屋解体の場合、工期設定が短い等解

体業者の希望期日で対応できないケースがあ

る。家屋解体に伴う河川区域内の引込電線撤

去に限り、メール等で所管土木事務所へ一報

を入れ、事後申請とすることはできないか。 

【現行の制度運用を維持】 

・河川区域における占用工作物の撤去には河川

法の許可が必要であるうえ、メール等による

協議では河川管理上の支障の有無を判断でき

ない。 
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分野 提案項目 提案者 
提案 

年度 
提案内容 審議結果（審議結果を踏まえた対応） 

農林水

産 

 

農地取得要件の下限面積

の撤廃 

兵庫県行政書士

会 

H30 市街化区域内の農地や隣接農地の取得、農地

の交換等を行う場合、農地取得要件としての

下限面積の撤廃により、耕作放棄地の解消が

図られ、農地維持の安定と農地の環境整備が

見込まれる。 

【制度内容の周知】 

・下限面積の設定は､現行制度下でも、市町の

農業委員会で地域の実情を反映した設定が可

能である。 

・各市町の下限面積の設定状況について、情報

共有を図る。（Ｒ元.５月実施） 

企業立地を促進するため

の農業振興地域内農用地

区域内農地の除外要件の

緩和 

事務局 H30 ｢土地改良事業完了後８年を経過すること｣等

の農用地区域の除外にかかる規制がネックに

なり、企業立地の用地確保ができないケース

があるため、転用による影響が少ないことを

知事、市町長が認める場合において、農用地

区域の除外に関する規制を緩和できないか。 

【国へ制度の見直しを要望】 

・区画整理､農用地の造成等の土地改良事業(面

整備)完了後８年を経過していない土地に関

して､状況の変化を踏まえ、工場増設に伴い

拡張する場合等は農用地区域から除外できる

ようにするなど､国へ要望する。(Ｒ元.６月、

11 月国へ要望) 

土地改良事業用地におけ

る後継者住宅建設に係る

農地転用許可要件の見直

し 

洲本市農業委員

会 

R3 農業の後継者問題の解消等を図るためにも、

転用目的が後継者住宅の場合は、当初、土地

改良事業計画で非農用地に位置づけた土地に

ついて、計画に定めた用途に関わらず、転用

出来るよう見直しを検討できないか。 

【現行の制度運用を維持】 

・集落に接続しない優良農地での後継者住宅の

建設は、たとえ後継者不足の解消に資すると

しても、集団農地を蚕食し、農地の集団化や

周囲の営農への支障を生じさせる恐れ等があ

る点では、他種類の住宅建設と同様であり、

後継者住宅の建設のみを異なる扱いとする理

由がないことから、現行の制度運用を維持す

る。 

保安林内立木伐採許可等

に係る手続の見直し 

関西電力送配電

(株) 

R4 保安林で立木伐採等を行う場合は、知事への

許可申請が必要であるが、許可申請書等の様

式（農林水産省告示で規定）に「保安林の指

定の目的」の項目がある。「保安林の指定の

目的」は、事業者にとって必要ない情報であ

り、かつ県が把握している情報であることか

ら、様式を見直せないか。 

【現行の制度運用を維持】 

・保安林の指定の目的等に応じて、伐採にあた

り最低限守る必要のある「指定施業要件」が

定められる。 

・保安林の機能を損なうことがないよう、申請

者が指定の目的や指定施業要件を確実に把握

していることを確認するため、項目の削除や

省略をすることはできない。 

保安林内伐採・作業許可

申請の電子化 

関西電力送配電

(株) 

R5 保安林内で立木伐採等を行う場合、申請書や

添付書類などを各農林（水産）振興事務所の

窓口を訪問し提出しているが、電子申請での

手続きも可能とできないか。 

【制度内容の周知】 

・R4 年 4 月以降、電子メールでの受付を可能

としていたが、事務所により取り扱いが異な

っていたため、取り扱いの統一を周知した。 

・申請者（事業者）にも、相談や事前協議の際

に電子申請が可能である旨周知するととも

に、ホームページでも電子申請が可能である

旨掲載し周知徹底を図った。 

環境 鳥獣の捕獲等及び鳥類の

卵の採取等の許可申請手

続きの見直し 

関西電力送配電

(株) 

R6 送配電事業者が行う電柱等の維持管理作業に

おいて、電柱に営巣したカラスの雛の捕獲や

卵の採取を行う場合、個人単位での許可が必

要となるが、作業従事者が多数であり、複数

市町への申請も必要となるなど、事務が煩雑

になっている。このため、事業所単位での許

可取得や申請様式を簡素化することにより、

許可申請手続きの負担軽減ができないか。 

【国へ制度の見直しを要望】 

・鳥獣保護管理法において、作業従事者ごとに

許可申請を行い、各従事者が許可証の交付を

受ける必要があるが、申請様式の記載内容

は、同法施行規則で規定され、県には様式を

簡素化する裁量権がない。 

・このため、「地方分権改革に関する提案募

集」を活用し、そもそも許可を要しない手続

きの実現について、国に求める。 

 


